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平
城
宮
跡
資
料
館
秋
期
特
別
展

木
簡
は
二
期
に
分
け
て
展
示
し
ま
す
。

展
示
木
簡

第
Ⅰ
期

一
〇
月
二
二
日
（
火
）

－

一
一
月
一
七
日
（
日
）

解
説
シ
ー
ト
（
第
Ⅱ
期
）

第
Ⅱ
期

一
一
月
一
九
日
（
火
）

－

一
二
月

八

日
（
日
）

奈
良
文
化
財
研
究
所
歴
史
史
料
研
究
室
作
成

※
本
解
説
シ
ー
ト
で
は
、
今
回
の
展
示
に
あ
た
り
再
検
討
し
た
結
果
、
釈
文
を
改
め
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
出
典
の
な
い
木
簡
は
、
第
六
五
八
次
調
査
出
土
。

皇
太
子
と
記
さ
れ
た
削
屑
（
第
Ⅱ
期
は
パ
ネ
ル
展
示
）
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二
人
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頁
中
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皇
太
子
に
仕
え
る
舎
人
な
ど
の
勤
務
管
理
な
ど
に
関
わ
る
木
簡
の
削
屑
か
。

直
接
接
続
し
な
い
も
の
の
、
年
輪
年
代
学
的
な
検
討
に
よ
り
、
二
片
が
縦
方
向

に
並
ぶ
か
重
な
り
あ
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
共
伴
し
た
木
簡
（
削
屑
）
に
養

老
七
年
（
七
二
三
）
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
紀
年
木
簡
を
含
む
こ
と
か
ら
、

奈
良
時
代
前
半
の
木
簡
と
み
ら
れ
、
こ
の
削
屑
の
皇
太
子
は
首
皇
子
を
指
す
の

で
あ
ろ
う
。

和
銅
七
年
の
紀
年
木
簡
（
第
Ⅱ
期
は
パ
ネ
ル
展
示
）

2
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「
廷
」
は
、
鉄
や
鍬
を
数
え
る
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。『
延
喜
式
』
の
鉄
一

廷
は
、
大
三
斤
五
両
に
あ
た
り
、
約
二
・
二
三
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
。
和
銅
七
年
は

七
一
四
年
で
、
首
皇
子
（
の
ち
の
聖
武
天
皇
）
が
立
太
子
し
た
年
に
あ
た
る
。
共

伴
す
る
木
簡
に
、
和
銅
末
年
の
も
の
が
み
ら
れ
、
皇
太
子
首
皇
子
の
春
宮
と
な

る
東
院
地
区
の
造
成
が
こ
の
頃
完
了
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

和
銅
八
年
の
紀
年
木
簡

3
・
移
請
受




・
和
銅
八
年
五
月
五
日

1
1
2
･2

0
･
5

0
33

ヒ
ノ
キ
科
・
柾
目

1
0
4

次
・S

D
8
6
0
0

『
平
城
木
簡
概
報

』

頁
上

12

12

(78)

和
銅
八
年
は
七
一
五
年
で
、
九
月
に
改
元
し
て
霊
亀
元
年
と
な
る
。
こ
の
年

の
元
日
朝
賀
で
は
、
前
年
に
立
太
子
し
た
首
皇
子
（
の
ち
の
聖
武
天
皇
）
が
初
め

て
礼
服
を
着
し
て
拝
朝
し
た
と
い
う
（
『
続
日
本
紀
』
同
年
正
月
甲
申
朔
条
）
。「

」

は
、
陵
に
同
じ
。
「

」
は
未
詳
だ
が
、
旁
が
共
通
す
る
二
文
字
が
上
下
に
並

び
、
上
の
「

」
か
ら
連
想
し
て
記
し
た
習
書
（
ま
た
は
落
書
）
で
あ
ろ
う
か
。

類
似
の
事
例
と
し
て
、
先
に
言
偏
の
み
を
複
数
記
し
て
お
き
、
あ
と
か
ら
思
い

つ
く
ま
ま
に
旁
を
追
記
し
た
と
み
ら
れ
る
習
書
木
簡
も
知
ら
れ
る
（
『
平
城
宮
木

簡
四
』
四
六
八
八

号
）
。
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刑
部
郷
か
ら
大
嘗
祭
に
用
い
る
苫
を
納
め
た
木
簡

6

〔
峪
ヵ
〕

・
刑
部
郷
三

里
大
嘗
分

・
苫
一
枚
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「
苫
（
と
ま
）
」
は
、
菅
（
す
げ
）
や
茅
（
か
や
）
を
菰
（
こ
も
）
の
よ
う
に
編
み
、

覆
い
や
筵
（
む
し
ろ
）
と
し
て
用
い
た
。
大
嘗
祭
の
規
定
に
よ
る
と
、
造
酒
司

が
酒
に
入
れ
る
薬
灰
を
焼
く
際
、
小
斧
以
下
の
道
具
を
入
れ
る
明
櫃
の
下
に
敷

い
た
ほ
か
（
大
嘗
祭
式

薬
灰
条
）
、
廻
立
殿
の
屋
根
を
葺
く
の
に
用
い
た
事
例

21

が
み
え
る
（

廻
立
殿
条
）
。
「
刑
部
郷
」
は
諸
国
に
み
え
る
が
、
備
中
国
に
は

23

賀
夜
郡
と
英
賀
郡
に
み
え
る
。
「
三
峪
里
」（
峪
は
谷
に
同
じ
）
は
、
郷
里
制
下
の

コ
ザ
ト
。
な
お
、
賀
夜
郡
に
隣
接
す
る
備
前
国
津
高
郡
に
「
三
谷
」
の
地
名
が

知
ら
れ
る
（
現
在
の
、
岡
山
県
吉
備
中
央
町
三
谷
）
。

神
御
茵
と
記
し
た
付
札

10

神
御
茵

(8
0
)
･
1
6
･
4

0
3
9

マ
ツ
科
以
外
の
針
葉
樹
・
板
目

「
茵
（
し
と
ね
）
」
は
、
す
わ
っ
た
り
寝
た
り
す
る
時
、
下
に
敷
く
敷
物
。
「
神

御
茵
」
は
、
大
嘗
宮
正
殿
（
悠
紀
殿
・
主
基
殿
）
の
内
陣
に
設
け
ら
れ
る
神
座
に

関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
や
や
時
代
の
降
る
平
安
時
代
院
政
期
の
史
料
に
よ
る

と
、
八
重
畳
（
や
え
だ
た
み
）
に
衾
（
ふ
す
ま
）
・
単
（
ひ
と
え
）
が
置
か
れ
る
寝

座
（
第
一
神
座
）
と
、
供
膳
の
た
め
そ
の
東
方
ま
た
は
東
南
に
置
か
れ
た
短
帖

（
み
じ
か
だ
た
み
）
（
第
二
神
座
）
の
、
二
つ
の
神
座
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
い
ず
れ

か
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ウ
ズ
ワ
カ
ツ
オ
の
腊
（
き
た
い
）
の
付
札

12
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授
和
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「
宇
授
和
」
は
、
う
ず
わ
。
「
う
ず
わ
か
つ
お
（
渦
輪
鰹
）
」
の
略
。
魚
「
そ
う

だ
が
つ
お
（
宗
太
鰹
）
」
の
異
名
。
古
代
の
う
ず
わ
が
現
在
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ

れ
ば
、
体
長
五
〇
㎝
ほ
ど
の
小
型
の
鰹
で
、「
小
堅
魚
」
の
表
記
は
相
応
し
い
。

「

（
き
た
い
）
」
は
、
臓
物
を
取
り
出
さ
ず
に
小
魚
の
類
を
丸
干
し
に
し
た
も

の
。
万
葉
仮
名
「
授
」
の
事
例
は
、
『
万
葉
集
』
に
「
比
等
毛
登
賀
米
授
（
ひ
と

も
と
が
め
ず
）
」（
巻
十
八
、
四
一
三
〇
番
歌
）
と
し
て
み
え
る
。

メ
の
付
札
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海
藻
六
連

9
6
･
2
1
･
4

0
3
1

ヒ
ノ
キ
科
・
板
目

「
海
藻
」
は
、
メ
（
『
新
撰
字
鏡
』
）
、
ニ
ギ
メ
（
『
和
名
抄
』
）
と
み
え
、
現
在
の
ワ

カ
メ
に
比
定
さ
れ
る
。
調
と
し
て
は
、
志
摩
・
隠
伎
・
筑
前
に
み
え
、
令
規
の

正
丁
一
人
分
の
輸
貢
量
は
百
三
十
斤
（
小
斤
）
。
中
男
作
物
と
し
て
の
貢
納
国
は

比
較
的
多
く
に
み
ら
れ
る
。
な
お
、
若
（
稚
）
海
藻
（
ワ
カ
メ
）
は
、
新
生
の
柔

ら
か
い
上
質
の
海
藻
。
「
連
」
は
、
鉄
・
鍬
・
綿
・
海
藻
・
堅
魚
・
鰒
な
ど
を

数
え
る
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

腊
（
き
た
い
）
の
付
札

16
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「

（
き
た
い
）
」
は
、
臓
物
を
取
り
出
さ
ず
に
小
魚
の
類
を
丸
干
し
に
し
た
も

の
。
干
物
の
種
類
と
し
て
、
他
に
「

（
あ
へ
つ
く
り
）
」
は
、
臓
物
を
取
り
出
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し
て
干
し
た
乾
魚
で
、
大
型
の
魚
。
「
楚
割
（
す
は
や
り
）
」
は
、
魚
肉
を
細
長

く
割
い
て
塩
干
に
し
た
も
の
。

安
房
の
ア
ワ
ビ
の
荷
札

17

〔
神
餘
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〕

〔
神
ヵ
〕

参
拾
弐
条

安
房
国
安
房
郡


郷


里
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安
房
国
は
、
現
在
の
千
葉
県
南
部
。
今
回
の
展
示
品
で
は
数
少
な
い
、
備
中

国
（
現
在
の
岡
山
県
西
部
）
以
外
か
ら
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
確
実
な
荷
札
で
あ
る
。

安
房
国
の
鰒
は
、
『
延
喜
式
』
に
散
見
す
る
「
東
鰒
」
を
指
す
。
「
神
餘
（
か
む

の
あ
ま
り
）
郷
」
は
、
『
和
名
抄
』
の
安
房
郡
神
余
郷
に
あ
た
る
。
神
戸
郷
の
余

戸
と
し
て
別
置
し
た
も
の
で
、
現
在
の
千
葉
県
館
山
市
神
余
（
か
な
ま
り
）
を

中
心
と
し
た
地
に
比
定
さ
れ
る
。
「
陸
（
六
）
斤
」
は
、
大
斤
で
の
計
量
で
、
小

斤
で
は
一
八
斤
。
令
規
の
正
丁
一
人
分
の
輸
貢
量
に
あ
た
る
。
大
一
斤
は
今
量

の
約
六
七
〇
ｇ
で
、
六
斤
は
約
四
㎏
。
「
参
拾
弐
（
＝
三
十
二
）
条
」
と
あ
り
、

「
条
」
は
細
長
い
も
の
を
数
え
る
単
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
木
簡
が
付
け

ら
れ
た
ア
ワ
ビ
は
身
を
薄
く
は
ぎ
、
長
く
伸
ば
し
て
干
し
た
い
わ
ゆ
る
熨
斗
鮑

状
に
加
工
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
養
老
七
年
は
七
二
三
年
で
、
聖
武
天
皇

が
即
位
し
、
大
嘗
祭
が
お
こ
な
わ
れ
た
神
亀
元
年
の
前
年
に
あ
た
る
。

小
田
郡
（
？
）
か
ら
の
赤
米
の
荷
札

22
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田
郡
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郷
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亀
元
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「
水
流
郷
」
は
、
『
和
名
抄
』
に
は
み
え
な
い
が
、
備
中
国
小
田
郡
実
成
（
み
な

り
）
郷
に
あ
た
る
か
（
現
在
の
岡
山
県
矢
掛
町
東
三
成
付
近
か
）
。
「
赤
米
」
は
、
玄

米
の
種
皮
の
部
分
に
赤
色
系
色
素
を
含
ん
だ
米
。
列
島
に
広
く
み
ら
れ
た
の
は
、

複
数
種
あ
る
う
ち
、
籾
と
米
粒
の
表
皮
に
色
素
が
あ
り
精
米
す
る
と
多
く
は


落
す
る
品
種
と
い
う
。
「
赤
米
」
は
、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
度
尾
張
国
正
税
帳

に
「
納
大
炊
寮
酒
料
赤
米
弐
伯
伍
拾
玖
斛
」
と
み
え
、
赤
米
荷
札
が
平
城
宮
跡

造
酒
司
周
辺
で
多
く
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
酒
米
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と

す
る
理
解
が
有
力
で
あ
る
。
「
亀
元
年
」
は
、
共
伴
遺
物
か
ら
神
亀
元
年
（
七
二

四
）
の
可
能
性
が
高
い
。

賀
陽
郡
か
ら
の
押
栗
の
荷
札

25

賀
陽
郡
押
栗
一
石
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「
押
栗
」
は
、
不
明
。
あ
る
い
は
「
平
栗
子
」（
栗
を
つ
い
て
平
ら
に
し
た
も
の
）

の
こ
と
か
。
一
石
は
、
今
量
の
約
四
・
五
斗
に
あ
た
り
、
約
八
一
リ
ッ
ト
ル
。

古
代
の
「
賀
陽
郡
」
の
郡
域
は
、
現
在
の
岡
山
県
吉
備
中
央
町
の
南
部
・
高
梁

市
の
東
南
部
に
、
総
社
市
の
東
北
部
、
岡
山
市
の
西
北
部
を
加
え
た
地
域
に
比

定
さ
れ
る
。

安
賀
郡
か
ら
の
梨
の
荷
札

27

備
中
国
安
賀
郡
梨
六
斗
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「
梨
」
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
栽
培
記
事
「
詔
し
て
、
天
下
を
し
て
、
桑
・
紵

・
梨
・
栗
・
蕪
菁
の
草
木
を
勧
め
殖
ゑ
し
む
。
以
て
五
穀
を
助
く
と
な
り
」
と

み
え
（
持
統
天
皇
七
年
〈
六
九
三
〉
三
月
丙
午
条
）
、
古
く
か
ら
栽
培
が
奨
め
ら
れ

て
い
た
。
「
梨
（
子
）
」
は
、
信
濃
国
・
因
幡
国
の
諸
国
例
貢
御
贄
（
宮
内
式

例
45

貢
御
贄
）
、
甲
斐
国
（
青
梨
子
）
・
因
幡
国
の
諸
国
貢
進
菓
子
（
大
膳
式
下

諸
国

54

貢
進
菓
子
条
）
、
信
濃
国
の
諸
国
貢
進
御
贄
（
内
膳
式

諸
国
貢
進
御
贄
条
）
に
み

40

え
る
。
一
斗
は
今
量
の
約
四
・
五
升
に
あ
た
り
、
六
斗
は
約
四
九
リ
ッ
ト
ル
。

古
代
の
「
安
（
英
）
賀
郡
」
の
郡
域
は
、
現
在
の
岡
山
県
新
見
市
の
東
部
・
真

庭
市
の
西
南
部
・
高
梁
市
の
東
北
部
と
吉
備
中
央
町
の
一
部
に
比
定
さ
れ
る
。
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安
賀
郡
か
ら
の
蒜
根
の
荷
札

29

ｏ
備
中
国
安
賀
郡
蒜
根
三
斗
九
升

20
4
･
2
5
･
5

0
5
1

ヒ
ノ
キ
科
・
板
目

「
蒜
」
は
、
い
わ
ゆ
る
ネ
ギ
、
ニ
ラ
、
ニ
ン
ニ
ク
の
類
か
。
一
斗
は
今
量
の
約

四
・
五
升
に
あ
た
り
、
三
斗
九
升
は
約
三
二
リ
ッ
ト
ル
。
『
延
喜
式
』
の
諸
国

調
と
し
て
、
「
澤
蒜
・
嶋
蒜
各
七
十
二
斤
」
が
み
え
、
前
者
は
ユ
リ
科
の
多
年

草
ノ
ビ
ル
の
ほ
か
、
ニ
ラ
・
ニ
ン
ニ
ク
な
ど
臭
気
の
あ
る
葷
菜
、
後
者
は
ユ
リ

科
の
多
年
草
ア
サ
ツ
キ
。
澤
蒜
は
、
国
別
諸
条
に
は
み
え
ず
、
嶋
蒜
は
隠
伎
国

の
調
に
の
み
み
え
る
。
古
代
の
「
安
（
英
）
賀
郡
」
の
郡
域
は
、
現
在
の
岡
山

県
新
見
市
の
東
部
・
真
庭
市
の
西
南
部
・
高
梁
市
の
東
北
部
と
吉
備
中
央
町
の

一
部
に
比
定
さ
れ
る
。

都
宇
郡
か
ら
の
荏
子
の
荷
札

32

都
宇
郡
荏
子
四
升

(9
4
)
･
1
6
･
4

0
3
9

ヒ
ノ
キ
科
・
板
目

「
荏
子
」
は
、
オ
ホ
エ
ノ
ミ
、
エ
。
エ
ゴ
マ
の
こ
と
。
荏
子
は
、
『
延
喜
式
』

の
交
易
雑
物
と
し
て
、
山
城
・
尾
張
（
各
四
石
）
、
美
濃
（
十
二
石
）
（
民
部
式
下

交
易
雑
物
条
）
、
中
男
作
物
と
し
て
五
合
と
み
え
る
（
主
計
式
上

中
男
作
物
条
）
。

63

4

一
升
は
今
量
の
約
四
・
五
合
に
あ
た
り
、
四
升
は
約
三
・
二
リ
ッ
ト
ル
。
古
代

の
「
都
宇
郡
」
の
郡
域
は
、
現
在
の
岡
山
県
倉
敷
市
の
東
北
部
と
総
社
市
の
東

南
部
、
早
島
町
に
比
定
さ
れ
る
。

窪
屋
郡
か
ら
の
白
米
の
荷
札

33
・
窪
屋
郡
白
猪
里
神
人
部
持

・
麻
呂
白
米
一
石

1
6
4
･
2
7
･
3

0
3
1

ヒ
ノ
キ
科
・
板
目

「
白
米
」
は
精
白
し
た
米
。
一
石
は
今
量
の
約
四
・
五
斗
に
あ
た
り
、
約
八
一

リ
ッ
ト
ル
。
「
白
猪
里
」
は
、
い
わ
ゆ
る
郷
里
制
下
の
コ
ザ
ト
の
一
つ
か
。
『
日

本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
吉
備
五
郡
に
白
猪
屯
倉
（
ミ
ヤ
ケ
）
を
置
か
せ
た
と
み

え
（
欽
明
天
皇
十
六
年
七
月
壬
午
条
）
、
あ
る
い
は
そ
の
遺
称
地
の
一
つ
で
あ
ろ
う

か
。
古
代
の
「
窪
屋
郡
」
の
郡
域
は
、
現
在
の
岡
山
県
総
社
市
の
高
梁
川
東
岸

南
部
地
域
、
倉
敷
市
の
北
部
地
域
に
あ
た
る
。

間
人
郷
か
ら
の
餅
米
の
荷
札

35
間
人
郷
餅
米
一
石

23
4
･
2
6
･
5

0
3
3

ヒ
ノ
キ
科
・
板
目

餅
米
（
糯
米
）
の
貢
納
量
は
、
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
粳
米
に
比
べ
て
概
し

て
少
量
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
備
中
国
で
は
、
大
炊
寮
へ
の
粳
米
百
五
石
五
斗

九
升
に
対
し
、
二
十
石
と
定
め
て
い
る
（
民
部
式
下

年
料
舂
米
条
）
。
一
石
は

49

今
量
の
約
四
・
五
斗
に
あ
た
り
、
約
八
一
リ
ッ
ト
ル
。
「
間
人
郷
」
は
、
『
和
名

抄
』
に
は
備
中
国
浅
口
郡
、
丹
後
国
竹
野
郡
に
み
え
、

は
備
中
国
浅
口
郡
の

35

荷
札
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

手
田
郡
か
ら
の
白
米
の
荷
札

37

〔
水
ヵ
〕

備
中
国
手
田
郡
入

里
白
米
五
斗

1
7
3
･3

1
･
5

0
33

マ
ツ
科
以
外
の
針
葉
樹
・
板
目

「
白
米
」
は
精
白
し
た
米
。
こ
れ
に
対
し
、
黒
米
は
籾
殻
を
除
い
て
精
白
し
て

い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
玄
米
。
一
斗
は
今
量
の
約
四
・
五
升
に
あ
た
り
、
五
斗
は

約
四
一
リ
ッ
ト
ル
。
「
手
田
郡
入
水
里
」
は
、
『
和
名
抄
』
の
備
中
国
哲
多
郡
新

見
郷
に
あ
た
る
か
。
古
代
の
「
手
田
（
哲
多
）
郡
」
の
郡
域
は
、
現
在
の
岡
山

県
新
見
市
の
西
部
に
比
定
さ
れ
る
。
哲
多
郡
は
、
『
延
喜
式
』
『
和
名
抄
』
と
も

に
「
哲
多
」
と
表
記
し
、「
手
田
」
は
木
簡
で
も
『
平
城
宮
木
簡
六
』
一
〇
〇
一
〇

号
、

『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
六
、
六
頁
下
段

の
二
点
が
知
ら
れ
る

(62)

程
度
で
あ
っ
た
。
「
手
田
」
表
記
の
類
例
が
一
つ
加
わ
っ
た
こ
と
と
な
る
。
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・

下
道
郡
か
ら
の
庸
米
の
荷
札

40

41
・
備
中
国
下
道
郡
秦
郷
直

・

六
斗

里
下
道
臣
名
等
麻
呂
庸

14
1
･
2
7
･
4

0
3
2

ヒ
ノ
キ
科
・
柾
目

・
備
中
国
下
道
郡
秦
郷
直
見

〔
斗
ヵ
〕

・
里
下
道
臣
名

麻
呂
庸
米
六


(1
3
9)

･
2
4
･
5

0
3
2

ヒ
ノ
キ
科
・
柾
目

・

は
、
と
も
に
下
道
郡
秦
郷
直
（
見
）
里
の
下
道
臣
名
（
等
）
麻
呂
が

40

41

納
め
た
庸
米
の
荷
札
で
、
同
一
材
の
ヒ
ノ
キ
科
板
目
材
か
ら
作
製
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
。
一
点
は
六
斗
入
り
の
米
俵
の
外
側
に
付
け
ら
れ
、
も
う
一
点
は
俵

の
中
に
入
れ
て
都
へ
送
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
同
じ
遺
構
か
ら
出
土
し
た
こ

と
か
ら
、
荷
物
の
検
収
と
消
費
が
ほ
ぼ
同
時
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
秦
郷
」
は
、
『
和
名
抄
』
の
備
中
国
下
道
郡
秦
原
郷
に
あ
た
る
。
一
斗
は
今

量
の
約
四
・
五
升
に
あ
た
り
、
六
斗
は
約
四
九
リ
ッ
ト
ル
。
古
代
の
「
下
道
郡
」

の
郡
域
は
、
現
在
の
岡
山
県
倉
敷
市
の
西
北
部
に
高
梁
川
西
岸
の
高
梁
市
と
総

社
市
の
一
部
を
加
え
た
地
域
に
比
定
さ
れ
る
。

後
月
郡
か
ら
の
生
栗
の
荷
札

42

後

郡
生
栗
一
石

11
1
･2

5
･
3

0
3
2

ヒ
ノ
キ
科
・
柾
目

「
生
栗
」
は
、
『
延
喜
式
』
主
計
式
上

中
男
作
物
条
に
一
斗
五
升
と
み
え
る

4

が
、
国
別
諸
条
に
は
み
え
な
い
。
一
石
は
今
量
の
約
四
・
五
斗
に
あ
た
り
、
約

八
一
リ
ッ
ト
ル
。
「
後

郡
」
は
、
二
文
字
目
が
削
り
と
ら
れ
て
い
る
が
、
後

月
郡
で
あ
ろ
う
。
古
代
の
「
後
月
郡
」
の
郡
域
は
、
現
在
の
岡
山
県
井
原
市
の

西
部
に
比
定
さ
れ
る
。

高
殿
の
造
営
に
関
わ
る
木
簡

45








里
工
作
高
殿
料
短
枚
桁
二
枝

(2
6
1
)
･
(
2
2
)
･
4

0
8
1

ヒ
ノ
キ
科
・
柾
目

9
7

次
・S

X8
4
1
1

『
平
城
宮
木
簡
七
』1

1
8
9
8

号

「
高
殿
」
は
、
天
平
初
年
頃
、
第
一
次
大
極
殿
院
南
面
築
地
回
廊
に
増
築
さ
れ

る
東
西
楼
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、

の｢

東
高
殿
」
・

の｢

西
高
殿｣

は
、
そ
れ

47

46

ぞ
れ
、
Ｓ
Ｂ
七
八
〇
二
建
物
（
東
楼
）
・
Ｓ
Ｂ
一
八
五
〇
〇
建
物
（
西
楼
）
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。｢

桁｣

は
斗

（
と
き
ょ
う
）
の
上
に
あ
り
、

（
た
る
き
）
や
天

井
を
受
け
る
長
い
横
木
。
あ
る
い
は
「
枚
（
平
）
桁
（
ひ
ら
げ
た
）
」
の
意
で
、

高
欄
（
こ
う
ら
ん
）
の
三
本
の
水
平
材
の
う
ち
中
央
の
部
分
を
指
す
か
。

西
高
殿
と
み
え
る
木
簡
（
第
Ⅱ
期
は
パ
ネ
ル
展
示
）

46



西
高
殿
四
人





(1
3
7
)
･
(
1
1
)
･
6

0
8
1

ヒ
ノ
キ
科
・
柾
目

9
7

次
・S

X8
4
1
1

『
平
城
宮
木
簡
七
』1

19
0
0

号

「
西
高
殿
」
は
、
天
平
初
年
頃
、
第
一
次
大
極
殿
院
南
面
築
地
回
廊
に
増
築
さ

れ
る
西
楼
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
Ｓ
Ｂ
一
八
五
〇
〇
建
物
（
西
楼
）
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
「
西
高
殿
」
の
造
営
に
関
わ
る
工
人
な
ど
四
人
に
つ
い
て
記
し
た
木

簡
の
断
片
。

東
高
殿
の
飛
騨
工
に
関
わ
る
木
簡
（
第
Ⅱ
期
は
パ
ネ
ル
展
示
）

47

〔
飛
騨
工
ヵ
〕

造
東
高
殿






(1
2
1
)
･
(
3
3
)
･
3

0
8
1

ヒ
ノ
キ
科
・
柾
目

9
7

次
・S

X8
4
1
1

『
平
城
宮
木
簡
七
』1

1
8
9
9

号

「
東
高
殿
」
は
、
天
平
初
年
頃
、
第
一
次
大
極
殿
院
南
面
築
地
回
廊
に
増
築
さ

れ
る
東
楼
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
Ｓ
Ｂ
七
八
〇
二
建
物
（
東
楼
）
の
こ
と
で
あ
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ろ
う
。
「
飛
騨
工
」
は
、
飛
騨
国
（
現
在
の
岐
阜
県
北
部
）
出
身
の
木
工
職
人
集

団
。
八
文
字
目
は
数
字
の
可
能
性
が
あ
り
、
「
東
高
殿
の
造
営
に
あ
た
る
飛
騨

工
○
人
」
と
い
っ
た
意
か
。
飛
騨
国
は
、
庸
調
が
免
除
さ
れ
「
匠
丁
」（
木
工
職

人
）
と
「
廝
丁
」（
炊
事
担
当
）
を
出
し
、
そ
の
他
の
者
は
米
を
納
め
て
匠
丁
の

食
に
充
て
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
（
賦
役
令

斐
陀
国
条
）
。
そ
の
由
来
は
明
ら

39

か
で
は
な
い
が
、
比
較
的
近
い
山
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
木
工
の
供
給
源
と
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
然
痘
の
退
散
を
祈
願
す
る
呪
句
を
記
し
た
木
簡

48

日
別
三
合

三
日
料

油
二
升
一
合

大
殿
常
燈
料

油
八
合

膳
所
料

七
日
料

日
一
合

・
о
油
七
合

文
基
息
所
燈
料

油
六
合

内
坐
所
物
備
給
燈
料

油
一
升
四
合

天
子
大
坐
所
燈
料

油
四
合

召
女
豎
息
所
燈
料

合
六
升

〔西

×
〕

｢

道
陽
山
退
必
憑
莫
公
明
成
吾
者
道
患
者
量
能
物
此

｣

・

・

о
七
月
内

3
6
0
･
8
0
･
1
5

0
6
1

ヒ
ノ
キ
科
・
板
目

2
0
4

次
・SD

5
3
0
0

『
平
城
京
木
簡
三
』5

0
0
5

号

も
と
も
と
文
書
函
の
蓋
と
し
て
作
製
さ
れ
、
不
要
に
な
っ
た
後
に
、
油
の
使

用
量
と
用
途
を
記
録
し
た
帳
簿
と
し
て
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
呪
句
を
記
し
て
い

る
。
も
と
の
木
簡
の
裏
面
に
、
天
地
逆
に
書
か
れ
た
文
は
、
文
意
は
と
り
に
く

い
が
、
天
然
痘
の
退
散
を
祈
願
す
る
呪
句
と
み
ら
れ
る
。
は
じ
め
「
西
（
海
道
）
」

と
書
き
か
け
、
「
山
」
を
上
書
き
し
て
山
陽
道
と
訂
正
し
て
い
る
。
油
の
記
録

は
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
の
吉
野
行
幸
の
帰
途
、

聖
武
天
皇
が
皇
后
宮
に
滞
在
し
た
時
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
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【
木
簡
が
見
つ
か
っ
た
遺
構
】

は
パ
ネ
ル
展
示

( )

Ｓ
Ｄ
一
〇
五
八
〇

（
展
示
番
号

）
(1)

平
城
京
左
京
二
条
二
坊
十
四
坪
・
平
城
第
五
二
四
次
調
査
（
二
〇
一
四
年
）

調
査
区
の
下
層
で
検
出
し
た
、
南
北
（
最
大
）
四
・
六
ｍ
、
深
さ
〇
・
六
五
ｍ
の

東
西
方
向
の
溝
な
い
し
土
坑
。
調
査
区
外
東
西
に
延
び
る
。
出
土
し
た
削
屑
の
多
く

は
、
人
名
、
日
付
な
い
し
時
刻
を
示
す
と
み
ら
れ
る
十
二
支
の
記
述
が
目
立
ち
、「
高

殿
下
侍
舎
人
」
に
よ
る
と
、
舎
人
の
勤
務
管
理
な
ど
に
関
わ
る
木
簡
群
と
み
ら
れ
る
。

養
老
七
年
（
七
二
三
）
や
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
削
屑
が
含
ま
れ
、
奈
良
時
代
前
半

に
属
す
る
。
木
簡
は
四
三
五
五
点
（
う
ち
削
屑
四
二
五
三
点
）
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｄ
八
六
〇
〇

（
展
示
番
号

・

）

(2)

3

平
城
宮
東
院
西
辺
部
・
平
城
第
一
〇
四
次
調
査
（
一
九
七
七
年
）

平
城
宮
東
院
西
辺
部
の
、
東
一
坊
大
路
の
延
長
部
分
に
あ
た
り
、
調
査
区
の
北
東

か
ら
南
西
に
か
け
て
斜
行
す
る
幅
約
三
ｍ
、
深
さ
〇
・
六
ｍ
の
溝
。
約
九
二
ｍ
分
検

出
し
た
。
溝
の
両
岸
は
、
シ
ガ
ラ
ミ
に
よ
る
護
岸
を
施
す
。
木
簡
は
溝
埋
土
か
ら
一

〇
七
点
出
土
し
、
こ
の
ほ
か
溝
廃
絶
後
の
灰
白
色
粘
土
や
建
築
部
材
片
か
ら
も
一
八

点
出
土
し
た
。
紀
年
木
簡
は
い
ず
れ
も
和
銅
年
間
（
七
〇
八
～
七
一
五
）
で
、
皇
太
子

居
所
と
し
て
の
東
院
造
営
に
際
し
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

大
土
坑
Ｓ
Ｋ
一
一
九
六
〇

（
展
示
番
号

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

～

）

6

10

12

14

16

17

22

25

27

29

32

33

35

37

40

42

平
城
京
左
京
三
条
一
坊
二
坪
・
平
城
第
六
五
八
次
調
査
（
二
〇
二
三
～
二
四
年
）

調
査
区
東
北
部
で
検
出
し
た
東
西
約
二
・
八
ｍ
、
南
北
約
二
・
五
ｍ
、
深
さ
約
一

・
〇
ｍ
の
方
形
土
坑
。
最
下
層
に
木
片
を
中
心
と
し
た
有
機
物
を
敷
き
込
み
、
そ
の

上
に
粘
土
を
積
ん
で
埋
め
、
さ
ら
に
こ
れ
を
も
う
一
度
掘
り
起
こ
し
て
再
び
最
下
層

に
栗
皮
・
木
の
葉
を
主
体
と
す
る
有
機
物
を
敷
き
込
み
、
粒
度
を
あ
え
て
不
均
一
に

調
整
し
た
土
を
積
み
、
さ
ら
に
こ
の
土
を
掘
り
起
こ
し
て
砂
層
と
粘
土
層
を
交
互
に

積
ん
で
埋
め
る
。
木
簡
は
、
有
機
物
層
か
ら
二
六
〇
〇
点
（
う
ち
削
屑
二
二
五
〇
点
）

以
上
出
土
し
た
（
現
在
洗
浄
中
）
。

Ｓ
Ｘ
八
四
一
一

（
展
示
番
号

・

・

）

45

(46)

(47)
中
央
区
朝
堂
院
東
北
隅
（
第
一
次
大
極
殿
院
東
南
隅
）
・

平
城
第
九
七
次
調
査
（
一
九
七
六
年
）

第
一
次
大
極
殿
院
・
中
央
区
朝
堂
院
の
東
辺
を
南
流
す
る
平
城
宮
の
基
幹
排
水
路
の

一
つ
、
Ｓ
Ｄ
三
七
一
五
に
付
設
さ
れ
た
堰
状
遺
構
で
、
一
辺
約
四
ｍ
の
不
整
形
を
呈
す

る
。
東
第
一
堂
北
端
の
東
に
位
置
す
る
。
木
簡
は
一
三
八
点
（
う
ち
削
屑
三
四
点
）
出
土

し
た
。

Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇

（
展
示
番
号

）
48

平
城
京
左
京
二
条
二
坊
五
坪
二
条
大
路
・

平
城
第
二
〇
四
次
調
査
（
一
九
八
九
年
）

平
城
京
左
京
三
条
二
坊
八
坪
（
光
明
皇
后
宮
・
旧
長
屋
王
邸
）
と
二
条
二
坊
五
坪
（
藤
原

麻
呂
邸
）
と
の
間
の
二
条
大
路
路
面
の
南
北
両
端
に
掘
ら
れ
た
濠
状
の
遺
構
の
う
ち
、

麻
呂
邸
南
門
前
か
ら
二
条
大
路
北
端
に
沿
っ
て
東
に
延
び
る
遺
構
。幅
二
～
二
・
七
ｍ
、

深
さ
一
～
一
・
三
ｍ
、
総
延
長
は
約
五
八
ｍ
。
木
簡
は
、
約
三
万
五
千
点
（
う
ち
削
屑

約
二
万
九
千
点
）
出
土
し
た
。



( 8 )

【
木
簡
の
型
式
分
類
と
そ
の
説
明
】

〇
一
一
型
式

長
方
形
の
材
の
も
の

〇
一
五
型
式

長
方
形
の
材
の
側
面
に
穴
を
穿
っ
た
も
の

〇
一
九
型
式

一
端
が
方
頭
で
他
端
は
折
損
・
腐
蝕
で
原
形
が
失
わ
れ
た
も
の

〇
二
一
型
式

小
型
矩
形
の
も
の

〇
二
二
型
式

小
型
矩
形
の
材
の
一
端
を
圭
頭
に
し
た
も
の

〇
三
一
型
式

長
方
形
の
材
の
両
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

方
頭
・
圭
頭
な
ど
種
々
の
作
り
方
が
あ
る

〇
三
二
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

〇
三
三
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
、
他
端
を
尖

ら
せ
た
も
の

〇
三
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
る
が
、
他
端
は

折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
四
一
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
を
削
り
、
羽
子
板
の
柄
状
に
作
っ

た
も
の

〇
四
三
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
作
り
、
残
り
の
部
分

の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

〇
四
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
し
て
い
る
が
、
他
端

は
折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
五
一
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の

〇
五
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
て
い
る
が
、
他
端
は
折
損
・
腐

蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
六
一
型
式

用
途
の
明
瞭
な
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の

〇
六
五
型
式

用
途
未
詳
の
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の

〇
八
一
型
式

折
損
、
腐
蝕
そ
の
他
に
よ
っ
て
原
形
の
判
明
し
な
い
も
の

〇
九
一
型
式

削
屑

木簡の型式分類


